
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案

新
旧
対
照
表

○

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
百
五
十
五
号
）
（
抄
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
記
載
事
項
）

（
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
記
載
事
項
）

第
一
条

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用

第
一
条

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用

等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
七
項
第
七
号
の
政

等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
七
項
第
六
号
の
政

令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

本
人
に
係
る
住
民
票
に
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
二
年
政

二

本
人
に
係
る
住
民
票
に
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
二
年
政

令
第
二
百
九
十
二
号
）
第
三
十
条
の
十
三
に
規
定
す
る
旧
氏
及
び
旧
氏
の

令
第
二
百
九
十
二
号
）
第
三
十
条
の
十
三
に
規
定
す
る
旧
氏
が
記
載
さ
れ

振
り
仮
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
旧
氏
及
び
旧
氏
の
振
り
仮

て
い
る
と
き
は
、
当
該
旧
氏

名
三

（
略
）

三

（
略
）

（
法
第
九
条
第
三
項
の
法
務
大
臣
で
あ
る
情
報
提
供
者
に
よ
る
情
報
提
供
用

（
法
第
九
条
第
三
項
の
法
務
大
臣
で
あ
る
情
報
提
供
者
に
よ
る
情
報
提
供
用

個
人
識
別
符
号
の
取
得
の
特
例
）

個
人
識
別
符
号
の
取
得
の
特
例
）

第
二
十
七
条
の
二

情
報
提
供
者
（
法
第
九
条
第
三
項
の
法
務
大
臣
で
あ
る
情

第
二
十
七
条
の
二

情
報
提
供
者
（
法
第
九
条
第
三
項
の
法
務
大
臣
で
あ
る
情

報
提
供
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
法
第

報
提
供
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
法
第

二
十
一
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
情
報
提
供
用
個
人
識
別
符
号
を
取
得

二
十
一
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
情
報
提
供
用
個
人
識
別
符
号
を
取
得

し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
情
報
提
供
用
個
人
識
別
符
号
に
よ
り
識
別
し

し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
情
報
提
供
用
個
人
識
別
符
号
に
よ
り
識
別
し

よ
う
と
す
る
特
定
の
個
人
の
本
籍
地
の
市
町
村
長
に
対
し
、
当
該
取
得
に
係

よ
う
と
す
る
特
定
の
個
人
の
本
籍
地
の
市
町
村
長
に
対
し
、
当
該
取
得
に
係

る
取
得
番
号
並
び
に
当
該
特
定
の
個
人
に
係
る
戸
籍
の
表
示
並
び
に
戸
籍
法

る
取
得
番
号
並
び
に
当
該
特
定
の
個
人
に
係
る
戸
籍
の
表
示
並
び
に
戸
籍
法

第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
、
第
三
号
及
び
第
五
号
（
実
父
母
と
の
続
柄
に
係

第
十
三
条
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
号
（
実
父
母
と
の
続
柄
に
係
る
部
分

る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
掲

に
限
る
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
掲
げ
る
事

げ
る
事
項
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
個
人
が
養
子
で
あ
る

項
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
個
人
が
養
子
で
あ
る
と
き
は

と
き
は
、
同
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
に
代
え
て
、
同
法
第
十

、
同
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
に
代
え
て
、
同
法
第
十
三
条
第



三
条
第
一
項
第
六
号
（
養
親
と
の
続
柄
に
係
る
部
分
に
限
る
。
次
条
第
二
項

五
号
（
養
親
と
の
続
柄
に
係
る
部
分
に
限
る
。
次
条
第
二
項
た
だ
し
書
に
お

た
だ
し
書
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
掲
げ
る
事
項
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

い
て
同
じ
。
）
に
掲
げ
る
事
項
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

第
二
十
七
条
の
三

（
略
）

第
二
十
七
条
の
三

（
略
）

２

市
町
村
長
は
、
そ
の
市
町
村
の
区
域
内
に
本
籍
を
有
す
る
特
定
非
居
住
者

２

市
町
村
長
は
、
そ
の
市
町
村
の
区
域
内
に
本
籍
を
有
す
る
特
定
非
居
住
者

が
い
ず
れ
か
の
市
町
村
の
住
民
基
本
台
帳
に
記
録
さ
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
と

が
い
ず
れ
か
の
市
町
村
の
住
民
基
本
台
帳
に
記
録
さ
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
と

き
は
、
情
報
提
供
者
に
対
し
、
そ
の
旨
並
び
に
当
該
記
録
に
係
る
者
に
係
る

き
は
、
情
報
提
供
者
に
対
し
、
そ
の
旨
並
び
に
当
該
記
録
に
係
る
者
に
係
る

戸
籍
の
表
示
並
び
に
戸
籍
法
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
、
第
三
号
及
び
第
五

戸
籍
の
表
示
並
び
に
戸
籍
法
第
十
三
条
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
号
に
掲

号
に
掲
げ
る
事
項
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
記
録
に
係
る

げ
る
事
項
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
記
録
に
係
る
者
が
養

者
が
養
子
で
あ
る
と
き
は
、
同
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
に
代

子
で
あ
る
と
き
は
、
同
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
に
代
え
て
、

え
て
、
同
項
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

同
条
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

３

（
略
）

３

（
略
）
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